
作成対象サンプル 

 

・仕様書別紙③項番１～４のサンプルを掲載します。 

・こちらは、あくまでサンプルであり、改めて契約後に校正作業等を

依頼することになりますので、御承知おきください。 



 
 

ヒトパピローマウイルス感染症（ＨＰＶ）ワクチン接種について（お知らせ） 
 
 川崎市では、ヒトパピローマウイルス感染症（ＨＰＶ）ワクチン接種について、キャッチアップ接種

として、対象年齢を過ぎた方であっても、平成９（1997）年４月２日以降に生まれた女性は、令和７

（2025）年３月３１日まで、公費（無料）の対象としております。 
また、令和５（2023）年４月１日から、9 価の HPV ワクチン（シルガード）も公費（無料）で接種

できるようになりました。 
 同封の厚生労働省作成リーフレットをお読みになり、ワクチンの有効性とリスクを十分に御理解の

上、接種について御判断いただきますようお願いします。 
 

＜注意 確認をお願いします＞ 
 ・本通知は、本市が持つ平成２７年４月１日以降の接種履歴情報にて、HPV の接種履歴が確認でき 

ない全ての人に送付しております。既に接種がお済みの方におかれましては、接種は不要ですので、

本通知を破棄していただくようお願いします（４回目以降の接種はできません）。 
・特に、転入されてきた方について、本市は転入前の接種履歴情報を持っておりません。 

接種を希望される場合は、お手元の母子健康手帳等にて接種履歴を確認し、接種が必要かどうか

を必ず事前に確認してください。 
 
○対象者 

以下のいずれにもあてはまる方 

・接種日時点で川崎市に住民登録がある方 

・平成９（1997）年４月２日から平成２０（2008）年４月１日に生まれた女性  

・過去にＨＰＶワクチンを受けていない方（接種済の方に対する償還払いは裏面を参照してください） 

1 回目又は 2 回目の接種で中断してしまった方は、初回からやり直すことなく残りの回数を接

種（2・3回目又は 3 回目）してください。 

 

○実施期間    令和 7年 3月 31 日まで 

 ※令和６年度が最後の年度になります。公費で接種するには令和７年３月３１日までに接種を終える

ことが必要です。 

※３回接種するには６か月かかるので、初回の接種を９月までに受けてください。 

  

○使用ワクチン  シルガード（９価）、サーバリックス（２価）、ガーダシル（４価） 

    ※過去の接種記録が分かるよう、できるだけ母子健康手帳もお持ちください。 

 接種間隔等の詳細については、ホームページを参照してください。 

 

  
市ホームページ 

HPV について 

１．お知らせ



○接 種 場 所  川崎市予防接種個別協力医療機関 

医療機関に接種の事前予約をお願いします。 

予診票は接種を受ける医療機関に備え付けの予診票をご活用 

ください。 

※市外で予防接種を受ける場合は、事前に手続きが必要
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

となります。 

健康被害が発生した場合の救済措置制度および接種費用の払戻しを受ける 

ためには、必ず事前に予防接種依頼書の申請が必要です。 

「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」を利用し、予防接種依頼書の申請を 

オンラインで行うことができます。 

 

 
○償還払い 

川崎市では、キャッチアップ接種の対象者（積極的勧奨の差控えにより、HPV ワクチンの定

期接種の機会を逃した方）で、定期接種開始（平成 25年 4月 1日）以降に、定期接種の対象

年齢（高校１年生相当）を過ぎて、令和４年３月３１日までの間に、定期接種で不足した回数

のＨＰＶワクチン（※）を日本国内の医療機関において、自費で受けた方に、令和 7（2025）

年 3月 31 日まで、接種にかかった費用の償還払い（助成）を行います。詳細については、市

ホームページを参照してください。 

※シルガード（９価）は償還払いの対象外です。サーバリックス（２価）・ガーダシル（４価）のみ対象 

となります。 

 

 

 

ヒトパピローマウイルス感染症（HPV）ワクチンの接種については、同封の厚生 
労働省作成リーフレットをお読みになり、ワクチンの有効性とリスクを十分に御理 
解の上、接種について御判断いただきますようお願いします。 

 
厚生労働省のホームページにも 
HPV ワクチンに関する情報が 
載っています。 

 
 

 

 
＜お問い合わせ先＞ 川崎市予防接種コールセンター 月～金（平日）８:３０～１７：１５ 

      

     電話 ０４４－２００－０１４２   FAX ０４４－２００－１０６５ 

 ※FAX の回答は日数を頂きます。  

協力医療機関 

e-KAWASAKI 

HPV 償還払い 

厚労省ＨＰ 



２．厚生労働省キャッチアップリーフレット







〇接種場所
　川崎市予防接種個別協力医療機関
　https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017647.html
※市外で予防接種を受ける場合は、事前に手続きが必要となりますので、
　川崎市予防接種コールセンター【０４４－２００－０１４２】に御連絡ください。

〇接種に必要なもの
①身分証明書（マイナンバーカード、健康保険証など）
②予診票（協力医療機関に備え付けております。事前にお確かめください。）
※過去の接種記録が分かるよう、できるだけ母子健康手帳もお持ちください。
　お問い合わせ先　川崎市予防接種コールセンター　電話：０４４－２００－０１４２

川崎市予防接種
個別協力医療機関

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017647.html


３．HPVリーフレット（お子様と保護者の方へ）





Vaccination Notice

1065

公費で接種するには、令和７年３月３１日までにすべての接種を終えることが必要です。

開封前に封筒裏を見た人
が読めるように印字

４．長3封筒




